
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

平成30年度 事 業 報 告 書

饉庭」墾置堕望む基生エヨピ型リェ∠量∠12上±立ピ丞 l=土壼金

1 事業の成果

認定正クリエイティヴ・セラピスト2名 を認定し,認定クリエイティヴ・セラピス ト7名 を認定した.

またクリエイティヴ・セラピス トの養成を行い,皆が生きがいをもった豊かな社会の達成に寄与して
いくため,無料公開講座などを開催したり,他団体に講師を派遣した.

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【  155  】千円)

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従 事
ヨム
徊

人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

普及啓発事業
自己啓発のためのクリエイティウ゛
・セラピー体験セミナー:放送大
学心理臨床研修会と共催

H30:4月
22 日
H31:3月
25 日

東京都 :すみ
だ産業会館 ,

お茶 の水女
子大学

3人

自己啓発
等に関心
ある市民
放大生

各 60名 20

普及啓発事業
自己啓発 自己実現達成の
ためのスターウェーフ

・
テスト&創作

コラーシ
゛
ュ療法体験セミ■

H30:4月
1日 愛知県 :国鉄

名古屋会館
2人

自己啓発
等に関心
ある一般
市民

20余名 20

普及啓発事業
自己啓発 自己実現達成の
ための″―ウェーウ

ヾ
テスト&創作

コラーシ'ュ療法体験セミ■

H30:4月
8日

大阪府 :大阪

府教育会館
2人

目己啓発
等に関心
ある一般
市民

30余名 10

養成事業
認定クリエイティウ

゛
・セラヒ

・
スト養成

講座の東京,静岡,名 古屋 ,

大阪,新潟の各認定

H30:4月
1日 ～

H3113月
31日 迄

原則年間

各 6日 間
～12日 間

東爪郡 :すみ
だ産業会館 .

静岡 :静岡男
女共同参画セ
ンターあざれあ
新潟 :新潟男
女共同参画セ
ンターアルサ

゛
 愛

知 :名 古屋国
鉄会館  大
阪 :大阪府教
育会館

5人

認定クリエイ
ティウ

゛
・セラ

ヒ・ストを目
指す一般
市民

約 40名 0

情報提供事業

一般社団法人日本創作療
法学会 と連携協力して社
会貢献活動報告,研究発
表,セミ■開催

H30:7月
29 日
H31:3月
21日

東京都 :お茶
の水女子大
学

10人
東京都 :

お茶の水
女子大学

本 協 会
員 と 一
般市民

55

情報提供事業

ホームページ・印刷会報と
Eメ ール添付ファイル会報
での協会の活動紹介
商工会議所報等への広告
三つ折 リリーフレッ トと
会員名刺の作成

H30:4月
1日 ～

H31:3月
31日

適時各支

部か ら請

求の都度
必要数部

杉並区
法人事務所
と担当者宅

3人

杉並区
法人事務
所 と
担当者宅

クリエイティ
ウ
゛
・セラヒ

・

―に関心
が あ る
一 般 市
民 と 本
協会員

50

(2)そ の他の事業 なし (事業費の総費用【 】千円)



書式第 13号 (法第 28条関係 )

平成30年年度活動計算書 (その他事業が二逃 場ヽ合)

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人日本

"工

行ィウ
・・セラビアウト協会

金  輌 小 針 ・ 合 計

1“.0∞
0

受取補助金

受取利息

A
1

2

3

5 そ

正会員受取会費
賛助会員受取会費

受取寄附金
施設等受入評価益

事業収益
事業収益

168,000
0

168.OK】0

129,600 129.600

129.600 129.6(Ю

19.440

12,960

16.200

19,440

12,960

16,200

1

2
1

2 そ

2

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費
広報活動費

会議費
旅費交通費
施設等評価費用
減価償却費
印刷製本費
外部委託費

48.60048,600
178.2(X) 178.2(X)

-10.200増 滅  饉 A

過年度損益修正益
因

災害損失

D

外 増 滅 1 C D
-10.200期 正 味

-77 996
-88 196正 崚 財 コ )― ( |+

~~I・
・ (つヽ

B



書式第 15号 (法第28条関係)

平成30年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人日本クリエイティヴ・セラピス ト脇会

金   額 小計・ 合計

産 の 部
1 □ i産

現金預金
未収金
棚卸資産

146,564

|] [産合計  ・・・① 146.564
2

(1)有形固定資産
車両運搬具
什器備品

0

0

(2)無影固定資産
ソフトウェア
借地権

0

0

(3)投資その他の資産
敷金

長期貸付金

0

0

:産 合計  ・・・ の

【A】 資 産 合 計 ①+② 146.564

1

未払金

預 り金

2

長期借入金
退職給付引当金

0

0

+

102000
132760

234,7m

0

0

234.760

B―
-77996
-10200

___二 皿ユ餃

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 146,5(,4 146.564

憂 画 亜 三 二三二三
=IIIT~T~~~T~TTTF「

~~~丁 ~



書式第 17号 (法第 28条 関係 )

年度 財産目録

事 業 報 告 用

特定非昔詢活口法人日本クリエイティウ .セ ラビス ト■会

産 の 日

22,663
123,901

”

２０

“

∞

22663
123901

未収金

棚卸資産

現‐

号

『

ittf銀行普通預金

146.564産合計  ・・・ ①
定資産

什器備品

(1)有影固定資産
車両運搬具

借地権

文書藤 ソフ

(2)~薫霧面雇硬lE
ソフトウェア

長期貸付金

(3)投資その他の責産
敷金

[産 否語
~・

・・0

A
1

【A】 資 産 合 計 ①+②

|- 1

102000預り金
平成31年4月 ～令和2年 3月 期分の年会費

未払金

102.∝ЮI薔否評
~丁TT③

132760

退職給付引当金

長期借入金
より

132.760
固

234,760【B-1】 負 債 合 計 ③+④

-83. 196
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】

=||||||||||||lr::|||IEl●
1日1日||口田|||||::口1日||IF誓||||■ .1111

il:][

|ILl口 l_11口 1腱

II]

]

モ :



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

年度年間役員名簿 (前事業年度において役■であったことがある全■の氏名及び住所又は層所並
びにこれらの者についての前事業年度における薇酬の有無を

“

●した名暉)

位聾整型理塑込
日本クリエイティヴ・セラピス ト協会

1 確認事項 (法第20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

M各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

氏   名
住 所 又 は 居 所

前事業年度内の

就任期間
報酬 を受 けた期間

(該当者のみに記入)

1 ○理事・監事

サクライマスミ 平成30年 4月 1日

平成31年 3月 31日

年

年

月   日

月   日櫻井員澄

2 ○理事・監事

サクライマチコ

櫻井まち子

平成30年 4月 1日

平成31年 3月 31日

年

年

月   日

月   日

3 ○理事・監事

ウエノススム 平成30年 4月 1日

平成31年 3月 31日

年

年

月

月

日

日上野晋

4 O理事・監事

タク
゛
チユカ 平成30年 4月 1日

平成31年3月 31日

年

年

月

月

日

日田口由香

5 ○理事・監事

イタクラケイイチ

板倉恵一

平成30年 4月 1日

平成31年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

6 ○理事・監事

frt'ltlz

千葉陽子

平成30年 4月 1日

平成31年 3月 31日

年 月

月

日

日年

7 ○理事・監事

イワサキアキヒロ 平成30年 4月 1日

平成31年 3月 31日

年

年

月

月

日

日岩崎彰宏

8 O理事・監事

サトウミユコ

佐藤美恵子

平成30年4月 1日

平成31年 3月 31日

年

年

月

月

日

日

9 ○理事・監事

ナカ
゛
サワヒテ

゛
ヨ

長澤英代

平成30年4月 1日

平成31年 3月 31日

年 月

月

日

日年



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

年度年間役員名簿 (前事栞年度において役彙であつたことがある全■の氏名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事彙年度における颯日の有無を記載した名簿 )

位塑整型理塑込
日本クリエイティヴ・セラピス ト協会

1 確認事項 (法第20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

M以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)

画各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ )

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間
報酬 を受 けた期間

(該当者のみに記入)氏    名

1 ○理事・監事

フカヤヤソコ

深谷八十人子

平成30年 4月 1日

平成31年 3月 31日

年

年

月

月

日

日

2 ○理事・監事

オカ
｀
ワシ・ュンコ

小川順子

平成30年 4月 1日

平成31年 3月 31日

年

年

月

月

日

日

3 ○理事・監事

ヤナワキミチヨ

山脇三千代

平成30年 4月 1日

平成31年 3月 31日

年 月

月

日

日年

4 ○理事・監事

カイツ
゛
ユウコ 平成30年 4月 1日

平成31年 3月 31日

■1   月   日

年  月  日海津裕子

5 ○理事・監事

ハシモトツネアキ
平成30年 4月 1日

平成31年 3月 31日

年

年

月   日

月   日

橋本庸明

6 ○理事・監事

オノタ
゛
ヨシコ 平成30年 4月 1日

平成31年 3月 31日

年

年

月

月

日

日小野田佳子

7 理事 。○監事

711 tT 3 平成30年 4月 1日

平成31年 3月 31日

年

年

月   日

月   日古賀秀子



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿 )

特定非営利活動法人日本クリエイティヴ・セラビス卜協会

氏   名 住 所 又 は 居 所

井員澄

2

井まち子

野 晋

3

4

田 回

5

6

葉陽子

彰宏

７

・

恵子

8

9

澤

10

山脇三

11

本庸明

秀 子

12




